
令和 8年 4月 21日 

 

報道機関各位 

 

 

筑後市消防団「本部分団」発足式 

 

 
 

筑後市消防団「本部分団」を新設。 

総務省消防庁が車両を貸与し、地域防災体制を強化。 

 

■名 称 筑後市消防団「本部分団」発足式及び消防車両入魂式の挙行について 

■日 時 令和 8年 4月 29 日（水） 10：30～12：00 

■場 所 筑後市消防本部（筑後市大字山ノ井 900） 

■参加者 筑後市長、福岡県副知事、福岡県県議会議長、福岡県総務部防災危機管理局、

福岡県消防協会、筑後市議会議員、筑後市消防団員 

■目 的 筑後市消防団「本部分団」の新設に伴う発足式及び、総務省消防庁から貸与

された車両の入魂式を挙行するもの。 

■経 緯 地域防災力の強化を図るため、筑後市消防団に「本部分団」を新設するとと

もに、総務省消防庁から車両の貸与を受けたもの。 

■内 容 筑後市消防団「本部分団」の発足式並びに、総務省消防庁から貸与された車

両の入魂式を実施し、関係者による式典を行うもの。 

■特 徴 新設された「本部分団」と新たに配備された車両により、初動対応力及び地

域防災力の向上が期待される。 

■その他  
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